
採点者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

評価する視点 配点 区分 採点

経営状況及び会社概要
・安定して業務を行いうる経営基盤があるか。

・導入が円滑に遂行できるスケジュールの提案となっているか。
10 ０・３・５・７・１０

広告主の確保
・安定的に広告主を確保することができるか。

・市内の事業者を優先するなど、地域経済の活性化につながるような広告の募集の提案がされているか。
10 ０・３・５・７・１０

広告内容の審査体制
・広告内容を審査する体制は整っているか。

・職員の負担軽減となるような審査体制がとられているか。
10 ０・３・５・７・１０

機器の安全性 ・地震等の災害時に、来庁者に影響が生じないようにモニター等設置上の安全対策を取られているか。 10 ０・３・５・７・１０

障害発生時の対応
・障害発生時に迅速に対応（連絡体制、対応時間等）は妥当なものか。

・機器の使い方などに対する問い合わせへの対応などの運用支援は適切か。
10 ０・３・５・７・１０

保守点検及び維持管理等

・保守点検の頻度は十分か。

・消耗品の供給体制は十分か。

・職員への操作研修の体制や実施方法は提示されているか。

10 ０・３・５・７・１０

類似事業の実績
・十分な類似事業の実績があるか。

・近隣自治体への導入実績はあるか。
10 ０・３・５・７・１０
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設置機器等の仕様及び機能
・機器の機能は仕様を満たしているか。

・事務効率化に寄与できるよう配慮されているか。
10 ０・３・５・７・１０

端末の利便性
・端末の操作について、来庁者及び職員にとって使いやすいものとなっているか。

・発券機は来庁者の目を引くものとなっているか。
10 ０・３・５・７・１０

移設等に関する対応、柔軟性
・設置環境に合わせた機器の増設、移設等に対応できるか。

・機器導入後、課の再編等でレイアウト変更が起きた場合、機器の増設、移設等に対応できるか。
10 ０・３・５・７・１０

行政情報及び広告の掲載
・広告のレイアウトやデザインはわかりやすいものとなっているか。

・広告用モニターを使用した行政情報の掲載時間は十分に確保されているか（全体の５分の１以上）。
10 ０・３・５・７・１０

提案への創意工夫
・仕様書以外の提案など本業務の成果を高める独創的な提案がされているか。また、その内容は本市にとって

メリットのあるものか。
10 ０・３・５・７・１０

広告料等の納入
・電気料金（実費相当額）の納入は可能か。

・広告料の一部を本市に納入可能か。
10 ０・３・５・７・１０
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130合計

下松市広告付き窓口番号案内システム設置業務公募型プロポーザル採点表

【企画提案書評価方法】

　・各項目について、「採点区分」欄より以下の選択肢から該当する評価を選択してください。

　　10点：提示した要件や想定より優れた提案がなされている。

　　  7点：提示した要件や想定よりやや優れた提案がなされている。

　　  5点：提示した要件や想定と同程度の提案がなされている。

　　  3点：提示した要件や想定に満たない提案である。

　　  0点：提案がない、もしくは提案がなされていると認められない。

評価項目

業務遂行能力

小計

企画提案内容

小計

業者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


